
区域計画の変更内容（案） 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（３）名称：国家戦略道路占用事業 

内容：エリアマネジメントに係る道路法の特例 

（国家戦略特別区域法第 17条に規定する国家戦略道路占用事業） 

一般社団法人グランフロント大阪 TMO が、道路法の特例を活用し、グランフ 

ロント大阪内の道路空間において、収益施設、利便施設、にぎわいや景観創出の

ための施設等を設置する。 

本事業に係る道路の区域及び施設等の種類は、別紙１に定める区域において 

は国家戦略特別区域法施行令第５条の施設等、別紙２に定める区域においては国

家戦略特別区域法施行令第５条第１号、第２号及び第５号の施設等とする。（事

業実施の際は、清掃活動、迂回路等の交通案内、自転車マナーの啓発の実施など

の措置を併せて講ずる。） 

 

（４）名称：歴史的建築物利用宿泊事業 

   内容：歴史的建築物等に係る旅館業法施行規則の特例 

（国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業） 

一般社団法人ノオト（兵庫県篠山市）が、篠山市城下町地区等において、地域団

体等と連携し、古民家等を活用した宿泊施設を営業する。 

 

（５）名称：iPS細胞由来の血小板製剤供給事業 

内容：課税の特例措置活用事業 

ア）活用しようとする課税の特例措置 

     ⅰ）特別償却・投資税額控除、ⅱ）研究開発税制の特例、ⅲ）固定資産税の課税

標準の特例 

イ）課税の特例措置の対象としようとする事業の内容 

ａ）当該事業の概要 

安全性が高く、安定供給が可能で、医療コストの低い血小板の輸血を実現す

るため、ヒト iPS 細胞から、血小板の元となる細胞（巨核球マスター・セル）

を経て、高品質の血小板を大量生産する方法の研究開発を行う。 

ｂ）当該事業が行われる区域 京都大学医学部附属病院内 

ｃ）当該事業の実施期間 平成 27年４月～平成 32年４月 

ｄ）当該事業により取得等される設備等の概要 

       iPS細胞由来の血小板製剤製造に係る研究開発用細胞培養装置一式 等 

ウ）該当する国家戦略特別区域法施行規則の条項 第１条第２号ロ 

エ）特区の目標を達成するための位置付け及び必要性 

本事業により研究開発を行う iPS 細胞由来の血小板製剤の製造は、世界の医療

分野における我が国の国際競争力の強化に寄与する取組みと位置付けられ、関西

圏における特区の目標に相当程度寄与する。 

オ）事業の実施主体 株式会社メガカリオン（京都市左京区） 

 

資料１ 



３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

区域計画の実施により、健康・医療分野における国際的イノベーション拠点の形成を通

じ、再生医療を始めとする先端的な医薬品・医療機器等の研究開発・事業化の推進が図ら

れるとともに、まちなかのにぎわいの創出や古民家等の活用による都市の魅力向上を通じ

たイノベーションの推進が図られ、関西圏における産業の国際競争力の強化及び国際的な

経済活動拠点の形成に相当程度寄与する。 
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＜凡例＞

国家戦略道路占用事業の適用区域
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別紙１　国家戦略道路占用事業の適用区域（その１）
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＜凡例＞

国家戦略道路占用事業の適用区域
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別紙２　国家戦略道路占用事業の適用区域（その２）
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